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建設課☎43-5226
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【会計】
会計課☎43-5229

【教育委員会】
教育総務課☎43-5230
学校教育課☎43-5231
社会教育課☎43-5232
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【各委員会事務局】
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第62回市議会定例会日程（６月）

　  議 会

開会：午前10時～ ◆委員会
日程 委員会 内容

24日（水）総務常任委員会
付託案件
審査

25日（木）産業厚生常任委員会

◦議会は市役所本館４階の議場
で傍聴できます。

◦インターネットによる中継、モ
ニター中継（市役所本館１階
ロビー、中央公民館）をしてい
ます。

　ご利用ください。

　問議会事務局☎ 43-5005

◆本会議
日程 内容

12日（金）
条例案上程、27年度補正予算案
など上程（委員会付託）

18日（木）一般質問 

19日（金）一般質問

22日（月）一般質問、追加議案上程

23日（火）予備日

29日（月）
追加議案上程、付託案件委員会審
査報告・表決

開会：午前10時～

　

７
月
５
日
（
日
）

　

ゴ
ミ
の
な
い
美
し
い
淡
路
島
を

島
民
の
手
で
創
り
ま
し
ょ
う
。
多

く
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
課
☎
43
・
５
２
１
４

全
島
一
斉
清
掃
の
日

　

　 自 然 災 害 か ら、 身 を

守るためには、一人ひと

りが防災意識を高めると

ともに日頃からの災害へ

の 備 え が 重 要 で す。　            

南あわじ警察署

災害に
備えましょう！

　
　

過
去
10
年
以
内
に
国
民
年
金

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
人

は
申
込
に
よ
り
、
平
成
24
年
10

月
か
ら
平
成
27
年
９
月
末
ま
で

の
３
年
間
に
限
り
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
年
金
額
が
増
え
た
り
、
納

付
し
た
期
間
が
不
足
し
て
年
金

を
受
給
で
き
な
か
っ
た
人
が
年

金
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

ご
利
用
い
た
だ
け
る
人

❶
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

で
、
10
年
以
内
に
納
め
忘
れ

の
期
間
（
納
付
・
免
除
以
外
）

や
未
加
入
期
間
（
海
外
居
住

期
間
を
除
く
）
が
あ
る
人

❷
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

で
、
❶
の
期
間
の
ほ
か
任
意

加
入
中
に
納
め
忘
れ
の
期

間
が
あ
る
人

❸
65
歳
以
上
の
人
で
、
年
金
受

給
資
格
が
な
く
任
意
加
入

中
の
人
な
ど
。

※
60
歳
以
上
で
、
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん

問
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
１
１
・
０
５
０

　
（
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る

　

も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。）

電
話
受
付
時
間　

月
～
金
曜
日

の
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分

※
月
曜
日
（
月
曜
日
が
休
日
の

場
合
は
火
曜
日
）
は
午
後
７

時
ま
で
延
長

※
第
２
土
曜
日
は
、
午
前
９
時

30
分
～
午
後
４
時
（
祝
日
、

年
末
年
始
は
ご
利
用
で
き

ま
せ
ん
）　

　

　社会の健全な発展を図るた

めに、不法就労・不法滞在問

題について正しく理解し、外国

人の不法就労・不法滞在をなく

すようご協力をお願いします。    

南あわじ警察署

不法就労・不法滞在
取締りを強化中！

　

特
定
不
妊
治
療
費
の
助
成
に
つ
い
て

　

南
あ
わ
じ
市
で
は
、
特
定
不

妊
治
療
（
体
外
受
精
及
び
顕
微

授
精
）
を
受
け
ら
れ
た
ご
夫
婦

の
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
図

る
た
め
、
治
療
費
助
成
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

申
請
期
間

　

兵
庫
県
要
綱
に
基
づ
く
助
成

の
決
定
を
受
け
た
日
か
ら

起
算
し
て
90
日
以
内

助
成
対
象
者
（
す
べ
て
該
当

し
て
い
る
人
が
対
象
）

❶
南
あ
わ
じ
市
内
に
住
所
を
有

す
る
法
律
上
の
婚
姻
を
し

て
い
る
ご
夫
婦

❷
兵
庫
県
の
助
成
を
受
け
、
か

つ
兵
庫
県
以
外
の
助
成
を

受
け
て
い
な
い
こ
と

❸
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

助
成
内
容

　

助
成
額
は
、
特
定
不
妊
治

療
（
体
外
受
精
及
び
顕
微
授

精
）
に
要
し
た
治
療
費
か

ら
、
兵
庫
県
特
定
不
妊
治
療

費
助
成
事
業
実
施
要
綱
に

基
づ
く
助
成
額
を
控
除
し

た
額
。
治
療
１
回
あ
た
り

10
万
円
を
上
限
に
助
成
。

指
定
医
療
機
関

兵
庫
県
が
指
定
し
た
医
療
機
関

（
各
健
康
福
祉
事
務
所
等
で

公
表
し
て
い
ま
す
）

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
兵
庫
県
特
定
不
妊
治
療
費
助

成
事
業
承
認
決
定
通
知
書

❷
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

受
診
等
証
明
書
（
南
あ
わ
じ

市
の
様
式
）
ま
た
は
兵
庫
県

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
受
診
等
証
明
書
の
写
し

※
た
だ
し
Ｈ
27
年
３
月
31
日
ま

で
に
兵
庫
県
へ
申
請
さ
れ

た
人
は
不
要

❸
指
定
医
療
機
関
が
発
行
し
た

領
収
書
（
受
診
等
証
明
書
の

領
収
年
月
日
及
び
領
収
金

額
と
一
致
す
る
も
の
）

❹
印
鑑
（
夫
婦
別
々
の
も
の
２

個
、
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

問
健
康
課
☎
43
・
５
２
１
８

　

福
祉
医
療
の
受
給
者
証
送
付　
７
月
か
ら
利
用
で
き
ま
す

　

対
象
者
に
は
、
６
月
下
旬
に

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

７
月
以
降
は
新
し
い
受
給
者

証
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
者
証
の
交
付

　

交
付
に
は
所
得
の
申
告
が
必

要
で
す
。
対
象
者
で
も
所
得
の

申
告
が
な
い
場
合
は
、
受
給
資

格
の
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、

受
給
者
証
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
平
成
27
年
１
月
１
日
に
市
内
に
住
所

が
な
い
人
は
、住
所
が
あ
っ
た
市
区

町
村
で
平
成
27
年
度
所
得
･
課
税

証
明
書（
市
民
税
所
得
割
税
額
の
控

除
の
明
細
が
わ
か
る
も
の
）の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い

福
祉
医
療
利
用
上
の
注
意

◆
払
戻
し
の
申
請
が
必
要
な
例

❶
受
給
者
証
が
使
え
な
か
っ
た

と
き
（
県
外
受
診
な
ど
）

❷
福
祉
医
療
の
受
給
者
が
補
装

具
な
ど
の
装
着
を
し
た
と
き

❸
老
人
医
療
で
１
か
月
の
一
部

負
担
金
の
合
計
が
限
度
額

を
超
え
た
と
き

◆
福
祉
医
療
の
助
成
が
な
い
例

❶
学
校
等
で
の
事
故
で
日
本
ス

ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の

給
付
を
受
け
る
と
き

❷
他
の
公
費
負
担
医
療
の
給
付

を
受
け
る
と
き

❸
訪
問
看
護
を
受
け
る
と
き

問
市
民
課
☎
43
・
５
２
１
２

　６月下旬郵送 　 
　

若
人
の
広
場
公
園
に
お
け
る

清
涼
飲
料
水
自
動
販
売
機
設
置

事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

入
札
参
加
に
つ
い
て
は
、
募

集
要
項
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
募
集
要
項
等
の
必
要
書
類

は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

都
市
計
画
課
（
市
役
所
本
館

若
人
の
広
場
公
園
に
お
け
る

自
動
販
売
機
設
置
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

２
階
）
で
入
手
で
き
ま
す

入
札
参
加
申
込
期
間

　

６
月
８
日
（
月
）
～

　

６
月
30
日
（
火
）
ま
で

申
込
先　

都
市
計
画
課

問
都
市
計
画
課
☎
43
・
５
２
２
７

　  募  集

お知らせ

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度
に
つ
い
て　


